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1 .はじめに

税効果会計とは，「企業会計上の収益文は費用

と課税所得計算上の益金又は損金の認識時点等

の相違により，企業会計上の資産又は負債の額

と課税所得計算上の資産又は負債の額に相違が

ある場合において，法人税その他利益を課税標

準とする税金（以下「法人税等」1）という）の額を

適切に期間配分することにより，法人税等を控

除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対

応させることを目的とする会計手続」（企業会計

審議会［1998b］第一）をいう。

これまでわが国の税効果会計に関する議論

は，主として銀行における繰延税金資産が自己

1 ）本稿では以下，税金費用と示す。
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資本比率に与える影響についてなされてきた。

その主な理由は，税効果会計の適用が銀行にお

ける不良債権処理を促進したからである。つま

り，税効果会計適用によって生じる繰延税金資

産が自己資本を増加させることによって，規制

が求める自己資本比率の水準を達成し，法人税

等調整額が税金費用を減少させることによっ

て，税引後損益を改善したからである（中田

[1999］，平川［2002］を参照）。

この点，税効果会計を適用しても，当期もし

くは次期以降の税金費用のキャッシュ・アウト

フローが減少するわげではない。したがって，

税金費用の前払い効果の相当額を表す繰延税金

資産を配当可能利益の計算に含めると，その分

だげ配当可能利益が増加し，配当および役員賞

与として企業外部に流出する現金2）が増えるこ

とにつながる。過大な配当や役員賞与は企業財

務の健全性を損なうおそれがある。

また，わが国では安定配当の傾向，つまり前

年度と同額，もしくは同業他社と同額の配当を

行う傾向があった（諸井［1984］，森脇編［1992]

を参照）。そして，安定配当の傾向は，近年にお

いても継続している（全国証券取引所協議会

[2001］を参照）。そのため，過年度留保利益が

少なく，配当可能利益が少ない企業であれば，

当該金額を嵩上げするために繰延税金資産を濫

用する危険性を否定できないであろう。

以上のような問題意識から，本稿では，配当

2）配当は原則現金でなされるが，株式によることも認

められる（商法第293条の2，同第218条）。
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可能利益と繰延税金資産との関連に関する問題

のうち，配当可能利益に占める繰延税金資産の

割合について検討し，その上で配当可能利益を

嵩上げするために繰延税金資産が用いられてい

るか否かについて述べる。次に配当可能利益に

占める期末配当額の割合について検討し，その

上で繰延税金資産の計上によって嵩上げされた

配当可能利益が期末配当を過大なものとしてい

ないかについて述べる。

2.繰延税金資産の資産性

2.1 資産負債中心観

資産負債中心観とは，利益を一期間における

正味財産の増加分を基礎として計算しようとす

る考え方である（FASB [1976], par. 48）。資

産負債中心観では，資産・負債の定義付けが重

要であり，資産・負債の属性と変動を測定する

ことが基本的プロセスとなるとされる（FASB

[1976], par. 34）。資産負債中心観に基づけば，

企業活動の目的は企業が保有する富を増大させ

ることであり，企業が保有するストックの変動

を把握することが企業活動の成果を把握するた

めの唯一の証拠になるとされる（FASB [1976], 

par. 48）。

資産負債中心観のもとでの資産とは，企業の

経済的資源（FASB[1976], par. 100）である

と定義される。ここで経済的資源とは，最終的

に当該企業に純キャッシュ・インフローを生じ

させるものをいう（FASB [1985], par. 28）。

資産負債中心観に基づけば，資産は企業の経済

的資源を表したものだけが該当すると考える。

ゆえに資産負債中心観においては，経済的資源

でないものは資産ではないとされる（FASB

[1976], par. 97）。

資産負債中心観に基づくと考えられ，繰延税

金資産・負債の資産性・負債性を重視する税効

果会計の方法を資産負債法という。資産負債法

を用いた場合の繰延税金資産は，資産・負債の

税務上の簿価と貸借対照表価額との差額に税率

を乗じて算定される。こうして算定された繰延

税金資産は，その回収可能性が毎期見直される。

また税法や税率の改定がなされた場合にも，当

該年度に繰延税金資産額を修正する必要があ

る。

資産負債法は，わが国をはじめ，米国（FASB

[1992], par. 11）や国際会計基準（IASC

[1996], par. 46）などで採用されている。その

理由として企業会計審議会［1998］は，税率変

更等に応じて繰延税金資産の再評価が行われる

ことによって，繰延税金資産の回収額をより適

切に示すことを挙げている（第二部の二の 3の

(3））。

2.2 収益費用中心観

収益費用中心観とは，利益をある一期間に企

業が稼得した成果としての収益と，それを稼得

するために費やされた努力としての費用との差

額として計算しようとする考え方である。収益

費用中心観においては，収益・費用の測定，お

よび収益・費用をいつ認識するかという認識時

点の決定が重要とされる（FASB[1976], par. 

39）。

収益費用中心観のもとでは収益・費用が支配

的概念となる。収益費用中心観における資産は，

利益測定プロセスの必要性によって規定される

(F ASB [1976], par. 42）のであって，資産概

念に基づいて資産として認識されるのではない

のである。

収益費用中心観に基づけば，収益と費用とを

適切に対応させることによって当該期間の利益

を算定することが重要視される（FASB [1976], 
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pars. 49-50）。ゆえに，収益費用中心観において

は，期間利益を適切に測定するために繰延費用

を資産項目に含める必要があるとされる

(F ASB [1976], par. 51）。つまり，収益費用

中心観におげる資産には企業の経済的資源のみ

ならず，ある種の繰延費用3）が含まれることに

なる（FASB [1976], pars. 38-42, 93）。

収益費用中心観に基づくと考えられ，税引前

当期純利益と法人税等の対応を重視する税効果

会計の方法を繰延法という。繰延法を用いた場

合の繰延税金資産は，課税所得計算によって計

算された課税所得と会計上の利益（ただし課税

所得＞会計上の利益）との差額に税率を乗じて

計算される。こうして算定された繰延税金資産

は，その回収可能性の見直しはなされないし，

税率や税法の改定がなされたとしても，繰延税

金資産額の修正はなされない。

繰延法はAICPA [1967］が採用していた方法

であった（par.35）し， IASC[1979］も任意選

択による適用可能な方法とされていた（par.

42）。しかし，現在では繰延法は国際的には主流

の方法ではないとされる（企業会計審議会

[1997］，第二部二の 3の（3）を参照）。

2.3 商法上の資産概念

商法上の資産概念は，費用繰延と財産権とい

う2つの異質な要素の複合であると説明される

（西山［1987],113-114頁）。ここで費用繰延と

は，既に支出された費用であり，その支出の効

果が次期以降に及ぶと予想される場合に，その

費用を当期の費用に負担させずに貸借対照表の

資産の部に計上して次期以降の収益に負担させ

3）繰延費用のうち，前払保険料や前払賃借料といった
項目は，用益を受取る権利もしくは資源を利用する権

利が伴っている。ゆえに，これら項目は企業の経済的
資源を表すとされる（FASB [1976], par. 52）。

ること（西山［1987],113-115頁）をいい，財

産権とは，金銭的に評価しうるものであって，

取引の目的となる性質を有するものをいう（田

中・安永［1987],55頁）。

このうち財産権について，繰延税金資産は取

引の目的となる性質を有しておらず，換金性も

有していない。よって，繰延税金資産は費用繰

延の性質を有しているといえる。

商法上費用繰延の性質を有するものとして，

繰延資産と前払費用がある。両者はある事業年

度に支出された費用が次年度以降に繰り延べら

れ，かっその効果が将来におよぶ、という点で共

通の性質を有する。しかし，繰延資産がその対

価としての役務提供を既に受けているのに対

し，前払費用は未だに役務の提供を受けていな

い点で異なる（西山［1987],206頁）。ゆえに商

法は両者を区別し，繰延資産は貸借対照表の資

産の部に繰延資産の項目を設け，そこに繰延資

産ごとに区別して償却額を控除した残額を記載

しなければならないとした（法務省［1997］第

24条）。これに対し前払費用は，流動資産もしく

は固定資産に属するものとした（同第13条）。こ

れは，前払費用が役務の給付請求権を表す一種

の債権としての性質を有することに着目したた

めとされている（西山口987],206-207頁）。

商法上は費用性を有し，次期以降の事業年度

の負担に帰すべき費用を当期に前払い，もしく

は支出するような性質を有するものについて

は，比較的広く繰延勘定として貸借対照表上に

計上しうるとされる。したがって，費用性を有

し，次期以降の収益に対応すべき費用を前払い

したという性質を有するものについては，比較

的広く繰延勘定となりうると考えられている

（西山［1987],201 205頁，宮島口988],43頁）。

また，返還不可能な条件の前渡金，手付金等

のように法律上確定した債務として支払った金
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額であっても，費用収益対応の原則に基づいて

前払い費用として前払費用として処理している

ものが実務上存在する。ゆえに，このことが商

法上問題ないとすれば，理論上の税額と実際に

支払うべき税額との差額を前払税金として貸借

対照表の資産の部に計上することは認められる

とされる（宮島［1988],42-43頁）。

他にも，将来企業が十分な利益を上げた場合

に課税所得を減少させる効果を有しているこ

と，税金費用の全部または一部が国もしくは地

方公共団体から提供される用益の対価としての

性質を有すると考えるならば，未だ対価を受け

ておらず，用益の受け入れが終了していない部

分に対応する給付債権を示すこととなり，繰延

資産よりも資産性を認めやすいとされる（弥永

[1999b], 56頁）。

さらに，計算書類規則の改正により税効果会

計を強制し，貸借対照表の資産の部に繰延税金

資産を計上することを強制したのは，間接的に

その資産性を認めたものと解釈できるとの指摘

もある（岸田［1999],38頁）。

なお，繰延税金資産の性質に関して，当期に

実際に支出した費用を将来の収益に対応させる

という前払費用とするにはその性格が異なる面

があるとの指摘がある（神田［1997],12頁）。

2.4 わが国における税効果会計の構造

企業会計審議会［1998］の三は，税効果会計

の方法として資産負債法を採用している。これ

は資産負債法が繰延税金資産の回収可能性を毎

期確かめること，および税率変更の際には変更

後の税率を用いて繰延税金資産を再計算するこ

とから繰延税金資産の回収可能性をより適切に

示すため4）であるとされる（企業会計審議会

[1997］第二部二の 3の（4））。このことは，わが

国の税効果会計が資産負債中心観的思考に軸足

を置いていることを表すと考えてよいであろ

っ。

しかし，税効果会計は税金費用の額を「適切

に期間配分することを目的とする手続である」

（企業会計審議会［1998］のー）。ゆえに税効果

会計は構造上収益費用中心観的思考が内在して

いるといえよう。

3.わが国の配当規制

3.1 商法第290条の配当規制5)

本節では貸借対照表面からの配当規制とし

て，商法の貸借対照表における配当可能利益の

限度額計算に関する規定について示すこととす

る。商法第290条 1項は配当可能利益の算定につ

いて，開業費（第286条の 2），開発費および試

験研究費（第286条の 3）の 3つの繰延資産（以

下，特定繰延資産と称する）が貸借対照表上に

存在しない場合と，特定繰延資産が存在する場

合とに分けて規定している。

まず特定繰延資産がない場合について示す。

この場合の配当可能利益の限度額は，貸借対照

表上の純資産額から資本金および法定準備金の

額を差し号｜いた額に11分の10を乗じた額であ

る。 11分の10を乗じるのは，当該決算期に係る

利益処分額の10分の l以上を利益準備金として

積み立てることが必要だからである（第290条1

項，第288条）。なお，自己株式を保有している

場合はその貸借対照表計上額（第290条第 1項 5

4）実際には繰延税金資産の回収可能性について問題
ありと考えられる事例がある。中田［2000］は，自己
資本に対して巨額の繰延税金資産を計上した銀行が
その後倒産した事例を紹介している（50頁）。このこと
から，繰延税金資産の回収可能’性についての判断の明
確化，基準運用の厳格化が求められている（54頁）。

5) 2001年（平成13年） 6月に，法定準備金の積立額に

関する商法規定が改定された。本稿では2000年度の企
業活動を分析しており，当該年度は先に示した商法改
定前の規定に準拠することになる。
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号）を，その他有価証券を時価評価することに

よって純資産額が増加した場合（以下，その他

有価証券評価差額と称する）には当該増加額（同

条第1項 6号）を控除しなければならない。

なお，土地の再評価により貸借対照表上の純

資産額が増加した場合の当該金額（以下，再評

価差額金と称する）を配当可能利益の限度額計

算に算入するか否かに関して，商法は特に明文

規定を設けていなし」これは，土地の再評価を

実施できるのが2002年（平成14年） 3月31日ま

でである（土地の再評価に関する法律第5条）

ためであると思われる。再評価差額金の取扱い

について，土地の再評価に関する法律は，再評

価差額金を配当可能限度額計算から控除すると

規定している（同第7条の 2）。

特定繰延税金資産がない場合における，配当

可能利益の限度額の計算式を示せば以下のよう

になり，配当可能利益の限度額は図表3 1のD

の部分となる。

配当可能利益の限度額

＝［純資産額一（資本金＋既積立法定準備金＋自

己株式の貸借対照表計上額＋再評価差額金＋

その他有価証券評価差額）］×10/11（崎回

[2001], 156頁に加筆した）

次に，特定繰延資産がある場合を示す。この

場合，貸借対照表の純資産額から資本金の額と

特定繰延資産の額を差し引いた額が配当可能利

益の限度額となる（第290条 1項 4号）。これは，

特定繰延資産が資産として不確実なものと考え

られており，その内容が不明確であると考えら

れていることによる。

この場合も，自己株式を保有している場合（第

290条第1項 5号），その他有価証券評価差額に

より純資産が増加した場合には当該増加額（同

図表3-1 特定繰延資産が貸借対照表上存在しない場

合の配当可能利益の限度額

負債

資本金
資

資本準備金

利益準備金

産 再評価差額金

その他有価証券評価差額

自己株式貸借対照表計上額

積利立益予準定繍額金司当l期11 

p (Dのよ10以上）

ーーーーーーーーーーーーーー・ーー』ーー・．，ーーーーーーーーーーーーーーーーー』ーー『ーーーーーーーー

（配当可能手IJ益Dの司限t度旦1 額の最高限度）

（注） p （貸借対照表上の利益）を 1とすれば，

利益準備金の積立予定額はPの11分の 1以上

でなければならないから，配当可能利益の限

度額はPの11分の10となる（河本［1999],547 

頁に加筆した）。

条第 1項第6号），および土地の再評価に際して

生じる再評価差額金によって純資産額が増加し

た場合には当該増加額（土地の再評価に関する

法律第7条の 2）を控除しなければならない。

配当可能利益の限度額の計算式を示せば以下

のようになり，図表3-2のDの部分が配当可能

利益の限度額となる。

配当可能利益の限度額

＝純資産額一（資本金＋特定繰延資産の合計

額＋自己株式の貸借対照表計上額十再評価差

額金＋その他有価証券評価差額）（崎田

[2001], 156頁に加筆した）

なお， 2001（平成13）年の商法改正により，

法定準備金は資本準備金と利益準備金の合計額

が資本金の 4分の 1まであればよい（第288条，

第289条の 2）とされた。法定準備金が資本金の
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図表3-2 特定繰延資産がある場合の配当可能利益の

限度額

負債

資産 資本金

D 
＼ミ

（配当制限額）

の条件を充たす企業に対してのみ株式や社債の

発行を認めることで投資家の保護を図るという

ものであった（大和総研編［1998],319頁）。し

かし，ディスクロージャーの強化によって投資

家の保護を図ることへの方針転換（同）によっ

p て，これら一定額の配当の実施を求める規定はーーーー－ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・四・『岬

当期利益準備金積立予想額

特定
自己株式貸借対照表計上額

繰延資産

利益準備金

資本準備金

（注） 11分の10に相当する金額が図表3-2のDより少

ないときは，この少ない金額配当可能利益の限度額

となる（河本［1999],547頁に加筆した）。

4分の 1を超過している場合，当該超過部分に

ついては株主総会の普通決議で減額し（289条2

項），配当可能利益に振替えることができるよう

になった。この改正によって，企業は法定準備

金を取り崩して配当可能利益に繰り入れ，安定

配当を維持することが考えられる。

3.2 商法以外の規制

前節では，貸借対照表面の配当規制として，

商法上の配当可能利益の限度額計算の規定につ

いて示した。本節では，商法以外のその他の配

当規制について示すこととする。これらの配当

規制として，証券市場における規制と，経営者

による自主的規制が挙げられる。

まず，証券市場における規制として，証券会

社によって定められた自主的規制が挙げられ

る。これは，株式を引受る引受証券会社の株式

引受部長会らによる取り決めである。内容は，

株式の時価発行を行う際に一定額の配当を実施

していることを求めるというものであった6）。

また，企業が普通社債や転換社債を発行しよう

とする際にも，一定額の配当を実施しているこ

とを求めていた7）。これらの規制の趣旨は，一定

1996年に撤廃された。ゆえに現在では，時価発

行増資や社債の発行に際して配当を基準とした

規制は存在しない。

次に証券取引所が定めた規制のうち，東京証

券取引所の配当に関する規制について示す。証

券取引所の規制は上場廃止につながるものもあ

り，企業としては何が何でも規制をクリアしよ

うとすると思われるからである。

東京証券取引所は， 5年連続して無配で，か

っ直近3年間債務超過の状態が継続した場合に

は上場廃止の基準を充たすとしている九その

ため，企業は上場廃止を避けるために何として

も配当を実施しようとすると考えられる。

最後に経営者による自主的規制について示

6) 1986 （昭和61）年に改正された，引受証券会社株式

引受部長会による「時価発行増資に関する考え方」に
よれば，時価発行増資を行うに際して，最近事業年度
に配当金が額面50円換算で年間 1株あたり 5円以上
必要とされた（新日本証券調査研究センター［1989],
48-55頁）。

7) 1988 （昭和63）年の債券引受部長会による「公募普
通社債に関する考え方」によれば，企業が公募普通社

債を発行する際に，企業の純資産額に応じて直近3年
連続で3円から 5円以上の配当を行っていることが
必要とされた。（新日本証券調査研究センター［1989],
217-222頁）。また「転換社債に関する考え方Jによれ

ば，企業が転換社債を発行する際に 1株あたり 5円以
上の配当を行っていることが必要とされた（新日本証
券調査研究センター編［1989],228-231頁）。

8) 2003 （平成15）年4月1日から始まる決算期におい

て，上場廃止の基準から利益配当の基準を撤廃した。
これは「今後の事業拡大のために利益配当を行わずに
内部留保に努めようとする会社も想定されることか

ら，このような無配政策をとる会社にも上場の途を確
保する」（東京証券取引所［2000], 6頁）という趣旨
による。なお，債務超過による上場廃止規制の対象と
なる財務諸表は2002年度までは個別財務諸表である
が， 2003年度からは連結財務諸表となる。
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す。先述したように，わが国において企業は安

定配当を実施するという傾向にある。この場合，

企業は業績が低迷したとしても，可能な限り前

年度と同額の，もしくは同業他社と同額の配当

を実施しようとする。

なぜなら，減配は人々の注目を集める出来事

であり，その理由を取り沙汰されることになり

かねないからである。加えて無配への「転落J

は「わずかな」配当を支払うための原資すら稼

げていないことを表しており，その意味するこ

とは重大であるからである（阿部［1994], 129 

頁）。このため，わが国企業は配当額の維持に努

めようとするのである。

また，減配や無配が経営者に対する評価に悪

影響を及ぼすとすれば，経営者は減配しないた

めに可能な限りの策を講じるだろう。中でも無

配への転落が脅威であるとすれば，これを何が

何でも阻止しようとするだろう。そのための手

法として，繰延税金資産が用いられやすいと考

えられるのである。

4. 配当可能利益の限度額に対する

繰延税金資産比率

株主に対する配当は，企業が稼得した利益か

らなされる。しかし，この利益は当期に稼得さ

れた利益に限定されない。なぜなら，商法は貸

借対照表の純資産額から資本金，法定準備金お

よびその他の金額を控除して算定された配当可

能利益の限度額の範囲内での配当を認めている

からである（第290条）。そのため，仮に税引後

当期純損失を計上していても，配当可能利益の

限度額の範囲内であれば，株主に対して配当を

行うことが可能で、ある。この場合，配当可能利

益の限度額が配当を行うのに十分確保されてい

なくてはならない。

先に示したように，わが国企業は一般に利益

の増減に関わりなく前年と同額の配当を実施す

るという安定配当の傾向が強い。とすれば，配

当可能利益の限度額が不足している企業は，不

足分を嵩上げするために繰延税金資産を用いる

かもしれない。

そこで本章では，銀行・証券・保険業を除く，

2000年4月 1日から2001年 3月31日の期間中

（以下， 2000年度と称する）に決算日が到来す

る東京証券取引所第1部上場企業のうち， 1株

当たり税引後利益を超える 1株当たり配当を実

施している企業（以下，配当性向100%超企業と

称する），および税引後当期純損失を計上してい

るのに配当を実施している企業（以下，赤字配

当企業と称する）を取り上げ，それら企業の配

当可能利益の限度額に対する繰延税金資産の割

合を分析する。

配当性向100%超企業，および赤字配当企業を

取り上げたのは，繰延税金資産が配当可能利益

の限度額を嵩上げするのに用いられているので

はないかという疑問があるからである。これら

企業が配当を実施する場合，過年度に稼得され

た留保利益を取り崩す必要がある。そのため，

留保利益が配当原資として十分に確保されてい

ない企業にとって，繰延税金資産は配当可能利

益の限度額の嵩上げを実施するための道具とな

るだろう。

なお，配当規制との関連について考察するた

め，調査は個別財務諸表を対象としている。

東京証券取引所第 1部上場企業のうち，配当

性向100%超企業，および赤字配当企業の合計数

は263社であった。このうち， 5社が個別貸借対

照表上繰延税金資産を計上していなかったた

め，調査対象企業から除外した。よって，調査

対象企業は258社であった。調査対象企業のう

ち，配当性向100%超企業は98社，赤字配当企業

は160社であった。
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4.1 繰延税金資産の取扱い一回収可能性，およ

び繰延税金負債との相殺消去一

繰延税金資産を配当可能利益の限度額の嵩上

げに利用する前に，認識した繰延税金資産の回

収可能性を確かめなくてはならない。その上で，、

企業会計審議会［1998b］注解5，および日本公

認会計士協会［1998]22項は，繰延税金資産に

ついて，その回収可能性を超える金額について

は控除しなければならないとしている。

では，企業は認識した繰延税金資産のうち，

どれだけの金額について回収可能性があると考

えているのだろうか。以下，繰延税金資産の回

収可能性を超える部分を示す評価性引当額を評

価性引当額を控除する前の繰延税金資産額で除

して繰延税金資産の回収不能率を算定し，それ

を階層別に分類して図表4-1に示した。

調査対象258社について，認識された繰延税金

資産のうち，評価性引当額がゼロ，すなわち回

収不能率が 0%であると考えている企業は217

社（全体の84.7%）であった。調査対象企業全

体の回収不能率の単純平均値は3.9%であった。

このことから，企業は認識した繰延税金資産の

ほとんどを回収可能であると考えていることが

わかる。

図表4-1 認識された繰延税金資産のうち，企業が回

収可能性に懸念があると考えた割合の階層分

布

割合 企業数

0% 217 

0%超20%以下 27 

20%超40%以下 4 

40%超60%以下 2 

60%超80%以下 4 

80%超 4 

d仁hゴ 三ロLI 258 

出典財務省［2001］より作成した。

次に，回収可能性ありと判断された繰延税金

資産のうち，どのくらいの金額が貸借対照表上

に計上されているかについて図表 4-2で示す

こととする。

企業会計審議会［1998a］第三の 2，および日

本公認会計士協会［1998]22項は，流動資産に

属する繰延税金資産と流動負債に属する繰延税

金負債，投資その他の資産に属する繰延税金資

産と固定負債に属する繰延税金負債について

は，それぞれキ自殺して表示することと規定して

いる。ただし，流動資産に属する繰延税金資産

と固定負債に属する繰延税金負債，投資その他

の資産に属する繰延税金資産と流動負債に属す

る繰延税金負債とは相殺されない。このため，

回収可能性ありと企業が判断した繰延税金資産

が全額貸借対照表上に計上されるわけではない

のである。

近年の税法は，損金算入限度額を縮小する傾

向にあるといえる九そのため，一時差異は将来

の税金費用を減少させると考える将来減算一時

図表4-2 企業が認識した繰延税金資産のうち貸借対

照表に計上された比率

割合 企業数

0%以上20%未満 20 

20%以上40%未満 15 

40%以上60%未満 27 

60%以上80%未満 57 

80%以上 139 

合計 258 

出典財務省［2001］より作成した。

9) 1998 （平成10）年の税制改正で，「課税ベースを拡大
しつつ税率を引き下げる」という観点から，税法上は
賞与引当金と製品保証等引当金が廃止され，貸倒引当
金と退職給与引当金は引当金繰入限度額が縮小され
ることとなった。銀行における不良債権処理問題や，
一般企業におげる退職給付会計適用による退職給付
費用の増加を考えれば，今後は将来減算一時差異の発
生額が増加していくものと思われる。
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差異が増加することとなり，これによって税金

を前払いしたと考えて貸借対照表に計上される

繰延税金資産の額が増加することとなる。とす

れば，繰延税金負債が計上されないことになる。

では，繰延税金負債はどのような場合に生じ

るのであろうか。一例として，固定資産の圧縮

記帳を行った場合について示す。

企業は圧縮記帳の処理方法として，固定資産

の帳簿価額は取得原価で計上し，圧縮損相当額

を利益処分により圧縮積立金を設定するという

方法で処理する。なぜなら，圧縮損を帳簿価額

から直接減額する方法だと，取得原価主義を基

本とする企業会計の立場からは問題があるこ

と，圧縮損を圧縮引当金の設定により処理する

方法は，圧縮引当金が留保利益の性質を有して

おり，商法第287条の 2の規定上，引当金に該当

せず問題があるとされる。これに対して，帳簿

価額を取得原価で計上し，圧縮損相当額につい

ては利益，または剰余金の処分により目的積立

金としての圧縮積立金を積み立てる方法は，原

価主義や商法が予定する引当金計上の論理にも

抵触しないため妥当な処理方法であるとされる

（中村・成松［1998],420-421頁）。

4.2 配当可能利益の限度額と繰延税金資産と

の関係

本節では，配当可能利益と繰延税金資産との

関係について示すo

図表4 3は，調査対象258社の配当可能利益

の限度額に対する繰延税金資産の割合を階層別

に分類したものである。

2000年度における配当可能利益の限度額に対

する繰延税金資産の割合の単純平均は53.5%で

あった。

配当可能利益の限度額に対する繰延税金資産

の割合が100%を超える企業が32社（全体の

図表4-3 配当可能利益の限度額に対する繰延税金資

産の比率

割合 企業数

0%以上20%未満 135 

20%以上40%未満 56 

40%以上60%未満 11 

60%以上80%未満 17 

80%以上100%未満 7 

100%以上 32 

'a' 三口l-1- 258 

出典財務省［2001］より作成した。

12.4%）存在した。これらの企業は，繰延税金

資産の計上額が配当可能利益の限度額を超過し

ていることを示しており，繰延税金資産の計上

額次第では期末配当を実施することが不可能と

なるおそれがあることを示す。このうち， 2期

連続で税引後当期純損失を計上した企業が13社

存在し，うち 1社が民事再生法を申請して事実

上倒産した。

では，繰延税金資産の計上によって配当可能

利益の限度額が嵩上げされたとしても，このう

ち実際に期末配当などによって社外流出したの

はどのくらいの割合なのだろうか。配当可能利

益の限度額に対して企業はどれだけ期末配当を

実施したのかを示したのが図表4-4である。

図表 4-4によれば，多くの企業におげる期末

配当額は配当可能利益の限度額の20%未満に収

まっていることが明らかになった。調査隊小企

業の配当可能利益の限度額に占める期末配当額

の割合の単純平均値は5.7%であった。

しかし，一部企業では配当可能利益の限度額

に占める期末配当の割合が20%を超えている。

中には当該割合の50%を超えて期末配当を実施

している企業も存在した。これら企業は配当可

能利益の限度額を繰延税金資産によって嵩上げ

することで，配当原資を確保しているといえよ
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図表4-4 配当可能利益の限度額に占める期末配当支

払額の割合

割合 企業数

0 %10) 4 

0%超20%以下 240 

20%超40%以下 10 

40%超60%未満 3 

60%超80%未満 1 

80%超 。
合計 258 

出典財務省［2001］より作成した。

フ。

5.おわりに

本稿の調査によれば，大多数の企業は認識し

た繰延税金資産の回収可能性について問題ない

と考えていることが明らかになった。そして，

認識された繰延税金資産は繰延税金負債と相殺

され，相殺後の金額が貸借対照表に計上されて

配当可能利益の限度額を押し上げることとなっ

た。こうして繰延税金資産が配当可能利益の限

度額を押し上げることとなったが，配当可能利

益の限度額に占める期末配当額の割合は総じて

低い。しかし，一部企業ではこの割合が高く，

これら企業は，繰延税金資産を配当可能利益の

確保のために利用していると考えられる。

利益の配当は現金でなされるのが原則であ

る。しかし，先に示したように，繰延税金資産

は換価性をもたないし，その内容が不明確で資

産性に疑問があるo ゆえに繰延税金資産を配当

可能利益の限度額計算に含めることは，多くの

配当を求める株主と，債権の担保となる会社財

産の確保を求める債権者との利害調整を目的と

10）中間配当は実施しているものの，期末配当を実施し

ていない企業を示す。

して配当規制を行おうとする商法の趣旨（矢沢

[1981], 117-120頁，尾崎［2002],36頁）から

すれば疑問があると思われる。

繰延税金資産について繰延資産と比較しよ

う。両者は換価性をもたないという点で共通す

る。特定繰延資産に限って比較すれば，金額が

巨額になる可能性があり，濫用のおそれが大き

いという点で共通するといえる。とすれば，特

定繰延資産と同様に繰延税金資産に関しても何

らかの配当規制を設ける必要があると思われ

る11）。
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